
パワハラ対策が事業主に義務化されます。セクハラ、マタハラの防止対策も強化！
雇用管理上の措置（防止措置）10項目

（１）�事業主の方針等の明確化およびその周知・啓
発

　①�職場におけるハラスメントの内容および行っ
てはいけない旨の方針を明確化し、管理監督
者を含む労働者に周知・啓発すること。

　②�職場におけるハラスメントに係る言動を行っ
た者については、厳正に対処する旨の方針お
よび対処内容を就業規則や服務規律等を定め
た文書に規定し、管理監督者を含む労働者に
周知・啓発すること。

（２）�相談（苦情を含む）に応じ、適切に対応するた
めに必要な体制の整備

　③�相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知す
ること。

　④�相談窓口担当者が相談内容や状況に応じ適切
に対応できるようにすること。

（３）�職場におけるハラスメントに係る事後の迅速
かつ適切な対応

　⑤事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
　⑥�事実確認ができた場合には、速やかに被害者
に対する配慮措置を適正に行うこと。

　⑦�事実確認ができた場合には、行為者に対する
措置を適正に行うこと。

　⑧�改めて方針を周知・啓発する等、再発防止措
置を講ずること。

（４）併せて講ずべき措置
　⑨�相談者・行為者等のプライバシー保護に向け
必要な措置を講じ、周知すること。

　⑩�相談したことや事実関係確認に協力したこ
と、調停申請や出頭に応じたことを理由に、
解雇等不利益取り扱いをされない旨を定め、
周知・啓発すること。

雇用管理上の措置（防止措置）義務の実効性
確保のため、厚生労働大臣または都道府県労
働局長による報告徴収、助言・指導・勧告の
仕組みがあります。勧告に従わない場合は企
業名公表、報告徴収に応じない、または虚偽
の報告を行った場合は過料に処せられます。

６月から『ハラスメント対策関連法』が施行されます（※中小企業は2022年４月から）
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　連合では毎月５日を『連合の日』と設定し、
組織活動の活性化をはかり運動の輪・信頼の輪
を広げるべく各種取り組みを行うこととしてい
る。
　連合青森も『連合の日』について５日を中心
に街頭行動を主として取り組み、連合青森とし
て抱える課題の共有化、各産別・産業にある現
状課題を県民に対し、広く訴えていくこととし
た。
　５月の取り組みは、４月から中小企業も含め
本格的に施行された罰則付きの時間外労働の上
限規制や同一労働同一賃金制度、また６月から
施行されるハラスメント対策関連法（中小企業
2020. ４月～）の防止措置などを周知する街頭
行動となった。

毎月5日は『連合の日』

2020年６月行動予定　６月10日現在

〇６月10日㈬11時30分　さくら野青森店前
　「連合の日街頭行動」
〇６月15日㈪～16日㈫10時～19時
　「全国一斉なんでも労働相談ダイヤル」

2020年７月行動予定

〇７月６日㈪14時00分　県労働福祉会館
　「連合青森第20回地方委員会」
〇７月９日㈭13時30分　県労働福祉会館
　「第３回三役会議」
〇７月９日㈭上記終了後　県労働福祉会館
　「第５回戦術会議」

連合青森第20回地方委員会
連合青森第20回地方委員会を下記にて開催する。
【日時】2020年７月６日（月）14：00
【場所】「青森県労働福祉会館」４階大会議室
　　　　青森市本町３丁目３－11
【報告】⑴ 第17回定期大会以降の活動報告
　　　　⑵ 2020年度会計中間報告
　　　　⑶ 2020年度前期会計監査報告
【議事】⑴ 2020春季生活闘争中間まとめ
　　　　⑵ 連合青森会長選出
　　　　⑶ 第16期役員補充
　　　　⑷ その他
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■青森県内ろうきん各支店  
青 森 支 店 ０１７－７７７－６１６１ 
八 戸 支 店 ０１７８－２２－８２２１ 
弘 前 支 店 ０１７２－３３－４４４１ 
む つ 支 店 ０１７５－２２－７２７２ 
十 和 田 支 店 ０１７６－２２－５３２１ 
五所川原支店 ０１７３－３４－６１６１ 
黒 石 支 店 ０１７２－５３－４４４１ 

「新型コロナウイルス感染症」の流行により影響を受けたお客様へ 
 

■ろうきん生活支援特別融資 
お取扱いを開始しています。 

■ご融資の返済内容見直し 
ご相談をお受けしています。 

《ろうきん》にご相談ください 
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